
問  草津警察署（野村三）
　 ☎563-0110､ 563-0116

安 全 伝 言 板
草 津 警 察 署  

　県民の日常生活を直接脅かす
生活経済事犯の代表的なものの
一つが、悪質な訪問販売などの
悪質商法です。悪質商法の被害
に遭わないために、
●すぐに契約せず、家族や友人
など信頼できる人に相談する

●慌てて契約書にサインしない、
安易に現金を渡したりしない

●困ったとき、おかしいと思っ
たときは、すぐ警察へ通報
する

●身に覚えのない請求書が送ら
れてきても、確認ができるま
でお金を振り込まない

●クーリング・オフ制度を覚え
ておく

●業者に家族構成、自宅の間取
りや資産状況を教えない

●突然の訪問者を安易に自宅に
入れない、すぐ点検させない、
契約をしない

生活経済事犯被害の
未然防止

お知らせお知らせ

●保健師、助産師、保育士による妊娠、
出産、子育て期に関する相談

 問  子育て相談センター（さわやか保健センター 3階）
☎561-2339、 561-2491

●家庭相談員によるこどもと家庭の問題
についての相談・支援

 問   家庭児童相談室（さわやか保健センター 3階）
☎561-2460、 561-6780

●少年に関する悩みの相談・支援など
　 平日 9：30～16：00
 問  少年センター（大路二、キラリエ草津 3階）
　☎562-0594、 567-0557
●心身の発達に支援が必要な人と
　その家族の相談・支援
　 平日 8：30～17：15〔予約制〕
 問   発達支援センター（西渋川二）
　☎569-0353、 566-5144
●障害福祉に関する相談・支援
　 月～土曜日の 8：30～17：15
　　〔予約制〕 ※祝日は除く
 問  障害者福祉センター（西渋川二）
　☎569-0351、 569-0354
●高齢者に関すること
 問 各地域包括支援センター
　（高穂）☎561-8143、 561-9524
  （草津）☎561-8144、 561-9525
  （老上）☎561-8145、 561-9526
  （玉川）☎561-8146、 561-9527
  （松原）☎561-8147、 561-9528
  （新堂）☎568-4148、 568-3529

●お金や就労、ひきこもり、住まいに関す
ることなど、福祉の総合相談窓口

問   人とくらしのサポートセンター（ 2階）
　☎561-6927、 561-2482
●消費者契約トラブルなどに関する相談
　 平日 9：00～16：30
 問   消費生活センター（ 1階）
　☎561-2353､ 561-2334
●こども・若者総合相談窓口
 問   こども家庭若者課（さわやか保健センター 2階）
　☎561-0188､ 561-6780
●若者の就職相談窓口
　  平日 9：00～17：00（予約優先）
　対  15～49歳と家族
 問  滋賀県地域若者サポートステーション

草津本所（西渋川一）
　☎563-0366、 563-0368
●大学生等・若者の就職相談
　  平日 9：00～17：00  対  35歳未満
 問  滋賀新卒応援HW・わかもの支援コー

ナー（西渋川一）
　☎563-0301、 563-0304
●DV相談、男女共同参画相談
　  平日、第 1･ 3 土曜日 9：00～12：00、 

13：00～16：00
●女

あ な た

性のためのカウンセリングルーム
　 第 1水曜日、第 3土曜日〔予約制〕
 問  男女共同参画センター（大路二、キラリエ草津 5階）
　☎565-1539、 565-1518

●法律（弁護士）市民相談
21日㈭ 13：30～16：30〔予約制、受付
7 日㈭～15日㈮〕 定 6 人〔先着順〕

●行政相談（国の事務に関する困りごと
相談）〔行政相談委員〕

7日㈭ 10：00～12：00、15日㈮ 14：00～
16：00〔15日㈮は、ゆかい家（草津二）〕

●行政書士相談（相続・遺言・成年後見など）
26日㈫ 13：30～16：00〔予約制、受付
7日㈭～25日㈪〕 定 5 人〔先着順〕

●「あなたの相談室」（弁護士相談）
　（相続・離婚・交通事故・債務整理）
　 19日㈫ 15：00～18：00〔予約制〕
問   市民相談室（ 1階）☎561-2329、 561-2334
　※平日 9：00～16：30

●人権に関する相談 
　 〔人権擁護委員〕  平日の月曜日
　9：00～12：00、13：00～16：00(祝日を除く)
　〔弁護士〕 26日㈫ 13：30～16：30〔予約制〕
問  人権センター（大路二、キラリエ草津 3階）
　☎563-1660、 563-7070

●年金に関する相談
　  平 日 9：00～17：00（月 曜 日 は19：00

まで）、9日㈯ 10：00～16：00〔予約制、
☎0570-05-4890､平 日 8：30～17：15、
インターネットは毎日 8：00～23：30〕

 問   日本年金機構 草津年金事務所（西渋川一）
　☎567-2220、 562-9638

相談窓口のご案内　　月 秘密は厳守します。安心して相談してください。　
相談日以外にも、開所日に職員が相談に応じます。5

随
時
ご
相
談

●ひとり親相談 問   こども家庭若者課（さわやか保健センター 2階）☎561-2364
●不登校 問   教育研究所・やまびこ教育相談室（青地町）☎563-1270
●健康相談（心の悩み、生活習慣病、栄養） 問   健康増進課（ 2階）☎561-2323
●高齢者虐待の相談・通報窓口 問   長寿いきがい課（ 1階）☎561-2362

●①暮らしの中でのさまざまな悩み②心配ごと相談所
　 問   市社会福祉協議会（大路二）①☎562-0084②☎566-1266
●外国人相談窓口 問   まちづくり協働課（ 2階）☎561-2337､
　市国際交流協会( 2 階､まちづくり協働課内)☎561-2322
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●「広報くさつ」「市ホームページ」広告掲載の問い合わせは、広報課（ 3階）☎561-2327、 561-2483
　◎広報くさつ　　　広告掲載料金： 1枠  32,000円（約64,000部発行）
　◎市ホームページ　広告掲載料金： 1枠・1カ月  20,000円

●「みんなの掲示板」の 8 月号の締め切りは 6 月12日㈮です
　 問 広報課（ 3階）☎561-2327、 561-2483

 日時・期間　所  場所　対  対象　定  定員　￥  費用（記載がない場合無料）他  その他　申  申し込み・応募方法　問  問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588 草津市役所〔課名など〕　☎・  市外局番は「077」

■ 

立
命
館
大
学
新
施
設
オ
ー
プ
ン
記
念

公
開
講
座「
年
齢
を
重
ね
て
も
脳
を

シ
ャ
ー
プ
に
保
つ
」

5
月
16
日
㈯
10
時
〜
11
時
半
所
立
命
館

大
学
Ｂ
Ｋ
Ｃ（
野
路
東
一
）定
100
人〔
先
着

順
〕
申
5
月
11
日
㈪
ま
で
に
、申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム（https://x.gd/V

EiD
2

）で

問
同
大
学
事
務
局（
☎
077
・
599
・
3
2
4
7
、

actvlife@
st．ritsum

ei．ac．jp

）

■
リ
ウ
マ
チ
医
療
療
養
講
演
会

5
月
17
日
㈰
13
時
半
〜
15
時
半（
13
時
開

場
）所
市
民
交
流
プ
ラ
ザ（
野
路
一
、フ
ェ

リ
エ
南
草
津
5
階
）
定
50
人〔
先
着
順
〕

申
・
問
5
月
16
日
㈯
ま
で
に
、（
公
社
）日

本
リ
ウ
マ
チ
友
の
会
滋
賀
支
部（
☎
090
・

9
8
7
5
・
6
1
9
4
、

ra．sh
ig

a．
branch@

gm
ail．com

）

■
① 

2
0
2
6
年
滋
賀
の
保
育
所
・

　

認
定
こ
ど
も
園
等
就
職
フ
ェ
ア

■
②
③ 

滋
賀
で
一
緒
に
保
育
し
よ
！

　

保
育
の
し
ご
と
相
談
会

①
5
月
17
日
㈰
14
時
〜
16
時
、
②
5
月

26
日
㈫
10
時
〜
16
時
、③
6
月
5
日
㈮

10
時
〜
12
時
、13
時
〜
16
時
所
①
ク
サ
ツ

エ
ス
ト
ピ
ア
ホ
テ
ル（
西
大
路
町
）、②
イ

オ
ン
モ
ー
ル
草
津（
新
浜
町
）、
③
滋
賀

マ
ザ
ー
ズ
ジ
ョ
ブ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
草
津
駅

前（
大
路
一
）対
県
内
の
保
育
所
・
認
定
こ

ど
も
園
な
ど
へ
の
就
労
希
望
者
申
・
問

③
6
月
4
日
㈭
ま
で
に
、
滋
賀
マ
ザ
ー

ズ
ジ
ョ
ブ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
草
津
駅
前（
☎

077
・
598
・
1
4
8
0
）

■
か
い
ご
・
ふ
く
し
職
場
説
明
会

5
月
23
日
㈯
13
時
半
〜
16
時
所
キ
ラ
リ

エ
草
津
4
階（
大
路
二
）
対
福
祉
の
仕
事

を
探
し
て
い
る
社
会
人
や
学
生
問
滋
賀

県
介
護
・
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー（
☎
077
・
567
・

3
9
2
5
、
077
・
567
・
3
9
2
8
）

■
大
正
琴
ジ
ョ
イ
フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト

5
月
24
日
㈰
11
時
〜
、13
時
半
〜
所
ア

ル
・
プ
ラ
ザ
草
津（
西
渋
川
一
）
定
20
人

〔
先
着
順
〕
問
大
正
琴
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

グ
ル
ー
プ
Ｂ
ｉ
ｏ
！
の
山
本（
☎
090
・

2
1
9
6
・
7
7
7
7
、

m
eg

u
ko

_
desu@

docom
o．ne．jp

）

■
カ
ラ
オ
ケ
の
発
表
会

5
月
27
日
㈬
10
時
〜
18
時
所
大
津
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー（
大
津
市
）定
500
人〔
先
着

順
〕
問
滋
賀
カ
ラ
オ
ケ
友
の
会
の
今
井

（
☎
090
・
4
6
4
4
・
6
8
7
5
）

■ 

2
0
2
6
年
度
要
約
筆
記
者
養
成
講
座

（
手
書
き
・
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス
）

6
月
〜
来
年
1
月〔
全
29
回
〕13
時
半
〜

16
時
半
所
滋
賀
県
立
聴
覚
障
害
者
セ
ン

タ
ー（
大
路
二
）定
各
20
人〔
先
着
順
〕￥

テ
キ
ス
ト
代
4
，5
0
0
円
申
・
問
5
月

15
日
㈮
ま
で
に
、同
セ
ン
タ
ー（
☎
077
・
561
・

6
1
1
1
、
077
・
565
・
6
1
0
1
）

■
夏
季
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

7
月
12
日
㈰
9
時
50
分
〜
12
時
所
ア
ク
ト

草
津
エ
ー
ス
レ
ー
ン（
野
路
三
）対
市
内
在

住
か
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
人
定
40
人〔
先

着
順
〕
￥
2
，2
0
0
円
問
市
ボ
ウ
リ
ン

グ
協
会
の
糸
瀬（
☎・

077
・
563
・
0
5
5
3
）

■
全
国
戦
没
者
追
悼
式

8
月
14
日
㈮
、
15
日
㈯
所
日
本
武
道
館

（
東
京
都
）対
県
内
在
住
の
、戦
没
者
の
配

偶
者
、子
、父
母
、兄
弟
姉
妹
、孫
、ひ
孫
、

甥
、姪
、戦
没
者
の
子
・
兄
弟
姉
妹
の
配
偶

者
で
、1
泊
2
日
の
団
体
行
動
が
で
き
る

人
定
30
人〔
抽
選
〕
￥
一
万
円
程
度

申
・
問
5
月
31
日
㈰
ま
で
に
、県
健
康
福

祉
政
策
課（
☎
077
・
528
・
3
5
1
4
、
077
・

528
・
4
8
5
0
）

■
滋
賀
県
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
大
学
第
48
期
学
生

10
月
〜
令
和
10
年
9
月
対
県
内
在
住
の

10
月
時
点
で
60
歳
以
上
の
人
定
235
人〔
選

考
〕￥
年
五
万
円（
教
材
費
な
ど
を
除
く
）

申
・
問
6
月
1
日
㈪
〜
7
月
31
日
㈮
に
、

県
社
会
福
祉
協
議
会
レ
イ
カ
デ
ィ
ア
振

興
課（
☎
077
・
567
・
3
9
0
1
、

leidai-
kusa@

shigashakyo．jp

）

■
桜
ヶ
丘
卓
球
同
好
会（
中
級
）会
員
募
集

毎
週
月
・
木
曜
日
16
時
半
〜
19
時
所
桜
ヶ

丘
会
館（
桜
ヶ
丘
四
）
￥
年
千
円
申
・
問

12
月
31
日
㈭
ま
で
に
、同
会
の
佐
藤（

077
・
584
・
4
9
3
3
）

■
合
唱
団
で
一
緒
に
う
た
い
ま
せ
ん
か

第
2
・
4
火
曜
日
10
時
〜
12
時
所
草
津
ク

レ
ア
ホ
ー
ル（
野
路
六
）、フ
ェ
リ
エ
南
草

津（
野
路
一
）￥
1
回
千
円
申
・
問
レ
・
ク

レ
ア
ー
レ
の
松
井（
☎
077
・
563
・
9
0
4
8
、

urachaco619@
gm

ail．com

）

    

み
ん
な
の
掲
示
板

み
ん
な
の
掲
示
板

詳
し
い
内
容
な
ど
は
、
各
自
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
掲
載
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、

市
は
そ
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。
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